
県
内
の
民
生
委
員・児
童
委
員
の

活
動
状
況
は
？

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
介
護
や
子

育
て
の
悩
み
に
関
す
る
相
談
の
ほ
か
、
日
常

的
な
困
り
事
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
も
の

な
ど
、
幅
広
い
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

（
グ
ラ
フ
）。

こ
う
し
た
相
談
を
直
接
受
け
る
ほ
か
、
相

談
者
が
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
市

町
村
役
場
や
福
祉
事
務
所
、
専
門
機
関
な
ど

へ
の
つ
な
ぎ
役
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
へ

相
談
す
る
に
は
？

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
守
秘
義
務
が

あ
り
、
相
談
内
容
や
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

高
齢
者
や
障
害
を
お
持
ち
の
方
へ
の
支
援

が
必
要
な
と
き
、
子
育
て
や
介
護
で
の
心
配

事
な
ど
困
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
お
住

ま
い
の
地
域
の
民
生
委
員・児
童
委
員
へ
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
住
ま
い
の
地
域
の
民
生
委
員・

児
童
委
員
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
…

お
住
ま
い
の
市
町
村
の
福
祉
担
当
課（
仙

台
市
に
お
住
ま
い
の
方
は
各
区
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
管
理
課
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

在宅福祉
介護保険

健康・保健医療
子育て・母子保健
子どもの地域生活

子どもの教育・学校生活
生活費

年金・保険
仕事

家族関係
住居

生活環境
日常的な支援

その他
0 15000 20000 25000 30000 35000

グラフ　平成28年度の内容別相談・支援件数

5000 10000
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7572
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917

4775
1738

4983
26713

合計 10万4222件

31133

近況を伺うため、一人暮らし高齢者
のお宅を訪問し、お話を聞いてきた。

民生委員・児童委員の研修会へ参
加。他市町村の委員との勉強はよい
刺激になった。研修会で学んだことを
これからの活動に生かしていきたい。

同じマンションに住む家庭の子ども
が虐待されているのではないかと
住民から情報があり、市の担当課へ
連絡した。

毎月1回開催される定例会へ参加。
委員同士で報告・連絡などを行い、
情報を共有している。

引っ越してきたばかりの子育て中の
お母さんから、知り合いもなく不安
なので母親同士の支援サークルの
ような場所がないか相談を受けた。

小学校の入学式や運動会などに参
加。地域の子どもたちの元気な様子
が分かりうれしい。

介護保険について相談の電話があ
り、訪問して相談を受けた後、地域
包括支援センターへ連絡し内容を
伝えた。

障害者の外出支援をしている団体
があるか尋ねられ、担当地域内のボ
ランティアグループを紹介した。

活動の一部を紹介します！

民
生
委
員
の
制
度
に
関
す
る
こ
と

問
県
社
会
福
祉
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
１
９

０
２
２（
２
１
１
）２
５
９
４

児
童
委
員
の
制
度
に
関
す
る
こ
と

問
県
子
育
て
支
援
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
２
８

０
２
２（
２
１
１
）２
５
９
１

やりがいを感じるときはどんなときですか。

地域の皆さんへメッセージを

東日本大震災などを機に、地域住民
自らが安心して暮らせる地域づくり
をしていこうという機運が高まってい
ます。私たちは少しでも皆さんのお
役に立てるよう関係機関とのつなぎ
役として日々活動をしております。

課題が解決したときや、地域の方に
『ありがとう』と声をかけられたとき、
とてもうれしくやりがいを感じます。

地域の子どもたちが元気に遊んでい
る姿をみると、自分の行っている活動
にやりがいを感じます。

私たち民生委員・児童委員は、地域の
身近な相談者です。ぜひ、困り事など
のある場合は何でも構わないので連
絡をお願いします。

民生委員・児童委員の
方々に伺ってみました

　
民
生
委
員
制
度
は
、
大
正
６
年
に
岡
山
県

で
創
設
さ
れ
た「
済さ
い
世せ
い
顧こ

問も
ん
制せ
い
度ど

」が
始
ま
り

と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
29
年
に
１
０
０
周
年

を
迎
え
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
核
家
族
化
、

少
子
高
齢
化
が
進
み
、
地
域
と
の
つ
な
が
り

が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
困

り
事
の
あ
る
住
民
へ
の
情
報
提
供
や
住
民
が

必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
関
係
機
関

と
の
つ
な
ぎ
役
に
な
る
な
ど
、
地
域
に
お
け

る
支
え
合
い
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
の
役
割
は
？

地
域
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

行
政
や
専
門
機
関
と
調
整
を
す
る
な
ど
、
住

民
の
立
場
に
立
っ
た
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
は
法
律
に
よ
っ
て
児
童
委
員
を

兼
ね
て
お
り
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
活
動
も

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
任
児
童
委
員
と
し

て
児
童
福
祉
に
関
す
る
活
動
を
専
門
と
す
る

民
生
委
員
も
い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
は
誰
が
な
る
の
？

地
域
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
福
祉
活
動
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
理
解
と
熱
意
が
あ
る

人
が
、
市
町
村
か
ら
の
推
薦
を
受
け
、
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す（
民
生
委
員
・

児
童
委
員
は
任
期
３
年
・
無
報
酬
で
活
躍
す

る
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
）。

６
月
１
日
現
在
、
県
内
で
４
４
９
３
人
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
委
嘱
さ
れ
、
地
域

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動イメージ図

●市町村
●福祉事務所
●社会福祉協議会
●地域包括支援センター
●児童相談所

●学校
●保育所
●児童館
●医療機関　など

担当地域

行政・専門機関など

●虐待の早期発見、予防
●いじめ、不登校などの問題の把握

世帯状況把握

●福祉制度、福祉サービス利用の案内
　（在宅福祉、生活費、子育て支援など）

情報提供

●見守り、声掛け
●各種相談への対応

支援

相談

●高齢者のいる世帯

●障害者のいる世帯

●子どものいる世帯

●生活に困窮している世帯

●母子・父子世帯

●その他の世帯

活動の対象

主
任
児
童
委
員

民生委員・児童委員

地
域
担
当
民
生
委
員・児
童
委
員

連携・協力

連
携
・
協
力

必
要
な
支
援
を
実
施

民
生
委
員・児
童
委
員
は

地
域
に
お
け
る
支
え
合
い
の

中
心
で
す




